
 

 

 

 
VOL.30 

 
■■■■ ニュースの目次 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
１．新年あけましておめでとうございます。 

２．ＥＰＯ規則改正の報告 

３．講師Naylor さん余話 
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．新年あけましておめでとうございます。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

新年あけましておめでとうございます 

 
 

皆様のご発展とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 
本年もよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    山 内 特 許 事 務 所              
     所長弁理士 山内 康伸 
       弁理士 中井  博 
       弁理士 山内 章子 
高松オフィス 
〒760-0023 香川県高松市寿町 1丁目 1番 8号 

   日本生命高松駅前ビル 3階 
TEL 087-823-6812 FAX 087-823-6814 

品川オフィス 
〒141-0022 東京都品川区東五反田 4-5-1 

  ｶｲﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ高輪台 502 
TEL 03-5423-5282 FAX 03-6809-0875 

★このメール配信が必要ない方はその旨ご連絡下さい 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

２．ＥＰＯ規則改正の報告 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 英国特許弁護士 Matthew Naylor 先生に、昨年 10 月 30 日に弁理士会四国支部室（高松）で、

2010 年 4 月 1 日から施行されるＥＰＯ規則の改正について講義を頂きましたので、その概要

をご報告いたします。 

 

 ＥＰＯの新しい施策として、審査の加速が謳われており、この観点から幾つかの規則が改

正されましたが、そのうちの重要なものとして、審査手続上の制限、分割出願の制限、料金

の高額化があります。 

 

 審査手続上の制限については、クレーム構成の制限と応答・補正の制約があります。 

 

① クレーム構成の制限 

（ⅰ）複数独立クレーム 

   発明の同一カラゴリー内では、独立クレームは１つに制限されます。これは、料金と

も係わりますが、非常に重要な制約です。 

   そして、もし独立クレームが２つ以上あると、１つを選択するように求めらます

（invitation）。 

        ↓ 

     ・削除されたクレームはサーチ対象から外されます（つまり、審査もされません）。 

       → 分割出願することは可能です。 

     ・出願人が選択しないと、各カテゴリー毎に項番の若いクレーム（最初に記載さ

れたクレーム）が自動的に選択されます。 

 

② 見解書への応答、自発補正 

（ⅰ）調査見解書に対する応答が必須となります。 

    →しないと、出願手続き終了です。 

 

（ⅱ）自発的な補正は調査報告への応答までが制限となります。 

    →その後の補正は、審査官の同意が必要となります。 

 

（ⅲ）補正の根拠の明示が必要となります。 

    →明示がなければ、invitation が通知されます。 

 

（注：分割出願の制限と新しい料金体系については、次回に報告します。） 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

３．講師Naylor さん余話 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 講師 Naylor さんを囲み、四国支部メンバーとの懇親会が近くの居酒屋で行われた後のこと

でした。ホテルの玄関まで送っていった時、Naylor さんは玄関前で立ち止まって、クルリと

向きを変えました。そして、正対し姿勢を正して、直立不動の姿勢をとったのでした。 

 その姿勢は、ごく自然で、これはジェントルマンの習慣なのか、あるいは彼には軍隊経験

でもあったのかと一瞬思いました。それは、いつもやっているような自然さを感じたからで

す。 

 そして彼は、おもむろに手を差し延べ、“Thank you very much”と述べました。こちらの

背すじも伸びる爽やかな別れでした。 

 

 

【講義風景】 
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